
 
 
 

京都市訓令甲第  号   

事  業  所   

京都市事業所の長等専決規程の一部を次のように改正する。 

  令和２年６月１９日 

京都市長  門 川 大 作   

 別表第２中央卸売市場第一市場長の項第１号を削り，同項第２号中「条例」を「京都市

中央卸売市場業務条例（次号から第２２号までにおいて「条例」という。）」に改め，同号

を同項第１号とし，同号の次に次の１号を加える。 

⑵ 条例による卸売の業務の許可及び許可の取消し並びに卸売業者の事業の譲渡等の

認可に関すること。 

 別表第２中央卸売市場第一市場長の項中第１０号から第１２号までを削り，第９号を第

１０号とし，第８号を第９号とし，同項第７号中「譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割」

を「譲渡等」に改め，同号を同項第８号とし，同項第６号を同項第７号とし，同項第５号

中「譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割」を「譲渡等」に改め，同号を同項第６号とし，

同項中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，同号の前に次の１号を加える。 

 ⑶ 条例第５条の３による純資産が不足する場合の措置に関すること。 

 別表第２中央卸売市場第一市場長の項第１３号中「開設区域内」を「本市の区域内」に

改め，同号を同項第１１号とし，同項第１４号を削り，同項第１５号中「使用条件の指定

及び使用許可並びに指定又は許可」を「指定等及び指定等」に，「及び変更」を「又は変更」

に改め，同号を同項第１２号とし，同項第１６号中「市場施設の」の右に「転貸若しくは

他人による使用又は」を加え，「指定又は許可」を「指定等」に改め，同号を同項第１３号

とし，同項第１７号中「使用施設」を「市場施設」に改め，同号を同項第１４号とし，同

項第１８号を同項第１５号とし，同項第１９号中「第７４条第１項」を「第７４条の２第

１項」に改め，同号を同項第１６号とし，同号の次に次の１号を加える。 

 ⒄ 条例第７５条による改善措置命令に関すること。 

 別表第２中央卸売市場第一市場長の項中第２０号を第１８号とし，第２１号から第２４

号までを２号ずつ繰り上げ，同項第２５号中「免ずる」を「免じる」に改め，同号を同項

第２３号とし，同項第２６号中「補助せり参加者」を「せり参加者」に改め，同号を同項

第２４号とし，同項第２７号を同項第２５号とし，同号の次に次の１号を加える。 

 (26) 規則第６３条ただし書による保証金の減額の決定に関すること。 
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別表第２中央卸売市場第一市場長の項第２８号を削り，同項第２９号中「第１０７条た

だし書」を「第７２条ただし書」に改め，同号を同項第２７号とし，同項第３０号を削り，

同項第３１号を同項第２８号とする。 

別表第２中央卸売市場第一市場管理課長の項第８号及び第９号を削り，同項第１０号を

同項第８号とし，同項第１１号中「第１４０条第１４号」を「第１０３条第１３号」に改

め，同号を同項第９号とする。 

別表第２中央卸売市場第一市場業務課長の項第１号を削り，同項第２号中「条例」を「京

都市中央卸売市場業務条例（次号から第９号までにおいて「条例」という。）」に改め，「承

認並びに」及び「及び承認」を削り，同号を同項第１号とし，同項中第３号を第２号とし，

第４号を第３号とし，同項第５号中「第５６条」を「第５７条」に改め，「掲示及び」を削

り，同号を同項第４号とし，同項第６号中「第５７条の２」を「第５９条」に改め，同号

を同項第５号とし，同項中第７号を削り，第８号を第６号とし，第９号から第１１号まで

を２号ずつ繰り上げ，第１２号及び第１３号を削り，同項第１４号中「規則第４８条第１

項ただし書」を「京都市中央卸売市場業務条例施行規則（以下この項において「規則」と

いう。）第３６条第１項ただし書」に改め，同号を同項第１０号とし，同項中第１５号を第

１１号とし，第１６号から第１８号までを削る。 

別表第２中央卸売市場第二市場長の項中第９号及び第１０号を削り，第８号を第１０号

とし，第３号から第７号までを２号ずつ繰り下げ，第２号の次に次の２号を加える。 

⑶ 条例による卸売の業務の許可及び許可の取消し並びに卸売業者の事業の譲渡等の

認可に関すること。 

⑷ 条例第５条の３による純資産が不足する場合の措置に関すること。 

別表第２中央卸売市場第二市場長の項第１１号及び第１２号を削り，同項第１３号中

「使用条件の指定及び使用許可並びに指定又は許可」を「指定等及び指定等」に，「及び変

更」を「又は変更」に改め，同号を同項第１１号とし，同項第１４号中「市場施設の」の

右に「転貸若しくは他人による使用又は」を加え，「指定又は許可」を「指定等」に改め，

同号を同項第１２号とし，同項第１５号中「使用施設」を「市場施設」に改め，同号を同

項第１３号とし，同項第１６号を同項第１４号とし，同項第１７号中「第７４条第１項」

を「第７４条の２第１項」に改め，同号を同項第１５号とし，同号の次に次の１号を加え

る。 

⒃ 条例第７５条による改善措置命令に関すること。 



 
 
 

別表第２中央卸売市場第二市場長の項中第１８号を第１７号とし，第１９号から第２２

号までを１号ずつ繰り上げ，同項第２３号中「から第２５号まで」を「及び第２４号」に，

「免ずる」を「免じる」に改め，同号を同項第２２号とし，同号の次に次の１号を加える。 

(23) 規則第６３条ただし書による保証金の減額の決定に関すること。 

別表第２中央卸売市場第二市場長の項第２４号を削り，同項第２５号中「第１０７条た

だし書」を「第７２条ただし書」に改め，同号を同項第２４号とし，同項第２６号を削り，

同項第２７号中「第３０号」を「第２９号」に改め，同号を同項第２５号とし，同項中第

２８号を第２６号とし，第２９号から第３３号までを２号ずつ繰り上げる。 

別表第２中央卸売市場第二市場業務課長の項第１号中「第１５号」を「第１３号」に改

め，同項第２号を削り，同項第３号中「及び承認」を削り，同号を同項第２号とし，同項

中第４号を第３号とし，第５号を第４号とし，同項第６号中「第５６条」を「第５７条」

に改め，「掲示及び」を削り，同号を同項第５号とし，同項第７号中「第５７条の２」を「第

５９条」に改め，同号を同項第６号とし，同項中第８号を削り，第９号を第７号とし，第

１０号から第１５号までを２号ずつ繰り上げ，同項第１６号中「第２６号」を「第１８号」

に改め，同号を同項第１４号とし，同項第１７号及び第１８号を削り，同項第１９号中「第

４８条第１項ただし書」を「第３６条第１項ただし書」に改め，同号を同項第１５号とし，

同項中第２０号を第１６号とし，第２１号及び第２２号を削り，第２３号を第１７号とし，

第２４号及び第２５号を削り，同項第２６号中「第１４０条第１４号」を「第１０３条第

１３号」に改め，同号を同項第１８号とし，同項中第２７号を第１９号とし，第２８号を

第２０号とし，第２９号を第２１号とする。 

   附 則 

 この訓令は，令和２年６月２１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 


